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子どもの安全確認・安全確保の徹底について

◎児童相談所等関係機関の関与がありながら虐待死を防げなかつた事例の存在

48時間ルールの徹底

・情報提供であつても死を招く子ども虐待の可能性の認識

・安全確認は、原則48時間以内に子どもを直接目視することにより実施

ためらわず必要な場面での一時保護の実施

・保護者の同意が得られない場合であつても子どもの安全を最優先にした実施

・虐待の確証が得られない場合においても、児童の安全のため一時保護による診断・判定も辞さない

臨検口捜索制度等の積極的な活用

・長期間子どもの安全が確認されず、呼びかけに全く応答しない場合等においての積極的な活用

・出頭要求、立入調査、再出頭要求の段階を踏まえ、次の見通しをもった迅速な対応

関係機関との連携

・虐待を受けている子どもの早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が早い時期からその子ども等に関

する情報や方針を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要

日要保護児童対策地域協議会を積極的に活用するとともに、日頃からの情報交換により、各機関の連携を深

めていくことが適当



48時間ルールの徹底

・情報提供であつても死を招く子ども虐待の可能性の認識

(児童相談所運営指針 第3章第2節 「6相談受付の方法」)

虐待に関する通告は、必ずしも通告という形でもたらされるとは限らず相談・情報提供等の形態でもたらされることも多いこ

とから、外部からの個人を特定できる虐待に関する情報(要保護児童対策地域協議会等の事例検討の場において協議された

事例であつて、市町村が送致を要しないものとして対応しているケースに係るものを除く6)については、すべて虐待通告として、
虐待相談口通告受付票を起こし、緊急受理会議を開き、対応を組織的に協議すること。

・安全確認は、原則48時間以内に子どもを直接目視することにより実施

「児童虐待防止法第8条第2項」

児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号

又は第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民t学校の教職員、

児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置

を講ずるとともに、必要に応じ同法第二十三条第一項の規定による一時保護を行うものとする。

(児童相談所運営指針 第3章第3節 「3調査の開始」)

虐待通告 (「送致」を含む。)を受けた場合であつて、安全確認を必要と判断される事例については、速やかに緊急受理会議

を開催し、緊急性など個々の事例の状況に応じて、安全確認の実施時期、方法等の対応方針を決定する。

なお、安全確認は、児童相談所職員又は児童相談所が依頼した者により、子どもを直接目視することにより行うことを基本

るヽ状況等を勘案し緊急性に乏しいと判断されるケースを除き、通告受理後、各自治とし、他の関係機関によって把握されてい

体ごとに定めた所定時間内に実施することとする。当該所定時間はt各自治体ごとに、地域の実情に応じて設定することとす

るが、迅速な対応を確保する観点から、「48時間以内とする」ことが望ましい。
また、こうした初期対応のほか、必要に応じて、後日、追加的なアセスメントを適切に実施する。



ためらわず必要な場面での一時保護の実施

・保護者の同意が得られない場合であっても子どもの安全を最優先にした実施

(児童相談所運営指針 第5章第1節 「3-時 保護の強行性」)

一時保護は原則として子どもや保護者の同意を得て行う必要があるが、子どもをそのまま放置することが子どもの福祉を

害すると認められる場合には、この限りでない。

口虐待の確証が得られない場合においても、児童の安全のため一時保護による診断・判定も辞さない

(子ども虐待対応の手引き 第5章 「1-時保護の目的は何か」)

一時保護の第一の目的は子どもの生命の安全を確保することである。単に生命の危険にとどまらず、現在の環境におくこ

とが子どものウェルビーイング(子どもの権利の尊重口自己実現)にとつて明らかに看過できないと判断されるときは、まず一

時保護を行うべきである。
一時保護を行い、子どもの安全を確保した方が、子どもへの危険を心配することなく虐待を行うている保護者への調査や

指導を進めることができ、また、す時的に子どもから離れることで、保護者も落ち着くことができたり、援助を開始する動機付

けにつながる場合もある。

子どもの観察や意見聴取においても、一時保護による安全な生活環境下におくことで、より本質的な情報収集を行うことが

期待できる。
以上の目的から必要とされる場合は、まず一時保護を行い、虐待の事実口根拠はそれから立証するという方が子どもの最

善の利益の確保につながりやすい。



二長期間子どもの安全が確認されず、呼びかけに全く応答しない場合等においての積極的な活用

(児童相談所運営指針 第3章第3節 5「(7)臨検、捜索等」)

児童虐待防止法第9条の3第 1項の規定による都道府県知事等 (児童相談所長に権限が委任されている場合は児童相談
所長。以下この(7)において同じ。)の臨検又は捜索は、特にネグレクトのように児童を直接目視できず児童の状況自体把握
できないような場合に活用されることで、児童の安全の確認又は安全の確保が行われることが想定されている。
この「臨検」又は「捜索」は、双方とも強制処分として行うものであり、「臨検」とは住居等に立ち入ることをいい、「捜索」とは

住居その他の場所につき人の発見を目的として捜し出すことをいう。これらの臨検又は捜索は、物理的実力の行使を背景に、
対象者の意思に反してでも直接的に児童の安全確認又は安全確保をしようとするものであり、同法第9条第1項の立入調査
が、これを拒んだ者に対する罰則を定めることで、間接的に調査の実効性を担保しようとするのと異なるものである。

・出頭要求、立入調査、再出頭要求の段階を踏まえ、次の見通しをもった迅速な対応

(児童相談所運営指針 第3章第3節 5「 (5)立入調査」)

法第29条に規定する立入調査は、法第28条に定める承認の申立を行つた場合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然

性、子どもの保護の緊急性、保護者の協力の程度などを総合的に勘案して、法第28条に定める承認の申立の必要性を判断

するために調査が必要な場合にも行えることに留意する。
また、児童虐待防止法第9条第1項の規定では、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は

居所に立ち入り、必要な調査又は質問させることができること、正当な理由がないのにその執行を拒否した場合、同条第2項

により適用される法第61条の5の 50万円以下の罰金に処することとされているが、立入調査の実効性を高める観点から、立

入調査を実施するに当たつては、正当な理由がないにもかかわらず立入調査を拒否した場合には罰金に処せられることが

ある旨を、可能な限り保護者に対して告知する。その際には、当該立入調査を拒否した場合、同法第9条の3第 1項の臨検
又は捜索が行われる可能性がある旨も併せて告知する。



・出頭要求、立入調査、再出頭要求の段階を踏まえ、次の見通しをもった迅速な対応 (続き)

(子ども虐待対応の手引き 第4章 「8出頭要求から臨検・捜素に関する留意点」)

出頭要求、立入調査、再出頭要求、臨検口捜索は、子どもの安全確認及び安全の確保を目的に行う一連の行政行為であり、常
に最悪の事態を想定しつつ目的を達成するための見通しのあるプランを練つて着手する。
なお、実行に際して警察官、裁判所との連携なくしては実現しないことは明らかであるので、早い段階で協力を仰ぐことが重要で

ある。

□ は平成20年4月 から

施行の新たな制度

警察の援助

(許可状請求 )

(許可状発付)

裁判官への許可状請求

警察の援助

児童相談所 ○出頭要求   49ケ ース

(対象児童数延べ73人

※出頭要求の結果
① 出頭要求に応じた

。在宅支援
・一時保護

② 出頭要求に応じない

11ケース
2ケース

13ケース
7ケース

2ケース

8ケース
1ケース

・ 家庭訪問等後、在宅支援 |

・ 家庭訪問等後、一時保護 :

・ 立入調査後、在宅支援  :
・ 立入調査後、一時保護  :
・ 立入調査後、死亡確認  :
・ 立入調査拒否後、再出頭要求へ : 5ケース

事の出頭要求

立入調査 (罰 則あり)

○再出頭要求   5ケ ース

(対象児童数延べ7人 )

再出頭要求
※再出頭要求の結果
① 再出頭要求に応じた

・ 一時保護        : 1ケ ース

② 再出頭要求に応じない
・ 家庭訪間等後、在宅支援  : 1ケース
・ 臨検・捜索実施へ     : 3ケ ース

○臨検・捜索   3ケ ース

(対象児童数延べ5人 )

※臨検・捜索の結果
・ 一時保護         : 2ケ ース

・ 在宅支援         : 1ケ ース

臨検又は捜索 (実力行使)

注:新制度に係る数値は、平成20年 4月 1日 (改正法施行日)～平成22年3月 31日 までの間に、都道府県、指定者「市、児童相談所設置市で実施した件数



関係機関との連携

・虐待を受けている子どもの早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が早い時期からその子ども等に関
する情報や方針を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要

(児童相談所運営指針 第7章第1節 「各種機関との連携の重要性」)

(1)子どもや家庭をめぐる問題は複雑・多様化しており、問題が深刻化する前の早期発見日早期対応、子どもや家庭に対する
きめ細かな支援が重要となつている。そのためには、児童相談所の有する機能等のほか、福祉事務所、知的障害者更生
相談所、身体障害者更生相談所、児童福祉施設、児童委員、児童家庭支援センター等福祉分野の機関のみならず、保健
所、精神保健福祉センター、市町村保健センター、家庭裁判所、学校、教育委員会、警察、人権擁護委員、民間団体等
種々の分野の機関とも連携を図るとともに、各機関とのネットワークを構築して、その活用を図ることが必要である。

(2)こうした関係機関の円滑な連携を図るためには、これらの機関の機能や仕組及び関連制度等について的確に把握すると
ともに、児童相談所の機能や仕組等についても関係機関の理解を求める等、各機関の相互理解に基づく一体的な連携が
重要である。

(3)複数の機関が連携しながら相談援助を進める場合、事例の進捗状況や援助の適否、問題点、課題等について、特定の

機関が責任をもつて把握、分析、調整等 (ケースマネージメント)を行う必要があるが、どの機関がこれを行うのか常に明ら
かにしておく必要がある。

(4)特に(近年子どもに対する虐待が増加しているが、虐待は家庭内で行われることが多いため、早期発見が困難な場合が

多く、また、同時に多くの問題を抱えている場合が多いことから、関係機関が一堂に会し、情報交換を行うとともに、共通の

認識に立ってそれぞれの役割分担を協議する等、各関係機関が連携しながら早期発見並びに効果的対応を図ることが極
めて重要である。                  ｀

(5)このため、平成16年児童福祉法改正法により、地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等に
より構成され、要保護児童及びその保護者に関する情報等の交換や要保護児童等に対する支援内容の協議を行う要保護
児童対策地域協議会を置くことができることとされ、さらに平成19年児童福祉法改正法により、当該協議会の設置が努力
義務とされたところである。



口虐待を受けている子どもの早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が早い時期からその子ども笠L関
する情報や方針を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要  (続き)

(6)児童相談所は、児童家庭相談への対応について、市町村とともに中核的な役割を担つており、市町村による要保護児童

対策地域協議会の設置や運営を支援するなどに積極的に取り組むことが求められる。

(7)また、虐待の早期発見については、平成16年児童虐待防止法改正法により、子どもの福祉に職務上関係のある者だけ

でなく、学校、児童福祉 施設、病院等の児童の福祉に業務上関係のある団体も児童虐待の早期発見に責任を負うことが

明確にされるとともに、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大された。

これを踏まえ、関係機関等に対し平成16年児童虐待防止法改正法の内容を周知するとともに、虐待の早期発見のため、

通告はためらうことなく、幅広く行うよう依頼することも必要である。

(8)さらに、児童相談所は、地域における各種機関相互の有機的な連携を図るとともに、児童相談所と各種機関相互の情報

流通を良くする観点から、関係機関の関与が必要な事例に関する情報について、抱え込むことなく、市町村及び要保護児

童対策地域協議会に対し積極的に提供するものとする。

(9)個 々の事例に関して他の機関にあつせんする等の場合には、子どもや保護者等の了解を得ることを基本とし、やむを得

ずこうした了解が得られない場合においても、参加機関に守秘義務が課せられる要保護児童対策地域協議会を活用する

など、プライバシー保護に留意する。

(10)また、個別ケースに関する援助方針の策定に当たつては、民間団体を含め、様々な連携する関係機関の意見を十分に

踏まえるとともに、関係者による事後的な評価に努めること。                          
・



・虐待を受けている子どもの早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が早い時期からその子ども等に関

する情報や方針を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要  (続き)

(市町村児童家庭相談援助指針 第1章第2節 「2都道府県と市町村の役割分担口連携の基本的考え方」)

(1)こうした都道府県と市町村の役割分担口連携については、まず市町村は、

① 第司0条第1項第3号に掲げる業務(児童家庭相談に応じる等の業務)のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの

については、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならず(児福法第10条第2項 )、

② この児童家庭相談に応じる等の業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判

定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない(児福法第10条第3項 )

こととされている。
他方、都道府県知事は、市町村の第10条第1項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めると

きは、市町村に対し、必要な助言を行うことができることとされている(児福法第11条第2項 )。

(2)このように、児福法においては、都道府県と市町村の間で適切な役割分担・連携を図りつつ、特に市町村に対しては、現

在、市町村において実施されている母子保健サービスや一般の子育て支援サービス等をはじめ、虐待の未然防止や早期

発見を中心に積極的な取組を行うことを期待するものである。

具体的には、市町村については、
① 住民等からの通告や相談又は乳児家庭全戸訪間事業(こんにちは赤ちゃん事業)や新生児訪間指導により把握した一

般の子育て支援サービス等の身近な各種の資源を活用することで対応可能と判断される比較的軽微なケースについて

は、市町村を中心に対応する

② ケースの緊急度や困難度等を判断するための情報収集を行い、立入調査や一時保護、専門的な判定、あるいは児童

福祉施設への入所等の行政権限の発動を伴うような対応が必要と判断される困難なケースについては児童相談所に直

ちに連絡する                        !
③ 施設を退所した子どもが安定した生活を継続できるよう、相談や定期的な訪間等を行い子どもを支え見守るとともに、

家族が抱えている問題の軽減化を図るなど、自ら対応可能と考えられる比較的軽微なケースヘの対応や、重篤なケー

スに関する窓口、自ら対応してきたケースについて、行政権限の発動を伴うような対応が必要となつた場合の児童相談

所への連絡等の進行管理を担うことが求められる。



・虐待を受けている子どもの早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が早い時期からその子ども等に関

する情報や方針を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要  (続き)

(3)他方、都道府県(児童相談所)については、こうした市町村相互間の連絡調整や情報提供、市町村職員に対する研修の
実施等の必要な援助を行うほか、
① 個別のケースに関する初期対応や支援の進捗状況の管理、行政権限の発動の必要性の判断も含め、児童家庭相談
への市町村の対応について技術的援助や助言を行うとともに、

② 一般の国民等から直接通告や相談を受け、あるいは市町村では対応が困難なケースの送致を受け、立入調査や一時
保護、児童福祉施設への入所等の都道府県にのみ行使が可能な手段も活用しつつ、子どもやその保護者に対する専門
的な支援を行う

③ 施設を退所した子どもが安定した生活を継続できるよう、子どもやその保護者に対し、児童福祉司指導などの専門的な
支援を行う

ことが求められる。

(4)都道府県 (児童相談所)と市町村の役割分担口連携の基本的考え方は以上のとおりであるが、児童家庭相談に関して「軽

微」あるいは「専門的」と判断する具体的な基準については、市町村や都道府県の児童家庭相談体制にもよることから、当

面、上記の考え方を踏まえつつ、自ら対応することが困難であると市町村が判断したケースについては、者F道府県 (児童相

談所)が中心となつて対応することを基本に、都道府県(児童相談所)と市町村の役割分担・連携の具体的なあり方につい

て十分調整を図り、児童家庭相談への対応に万全を期すことが必要である。なお、以上を踏まえ、市町村と児童相談所に

おける相談援助活動の系統図を示すとおおむね別添1(男 1添は省略)のとおりである。



日要保護児童対策地域協議会を積極的に活用するとともに、日頃からの情報交換により、各機関の連携を重

めていくことが適当

(子ども虐待対応の手引き第5章「(3)機関連携による援助」)

多様な複合的問題を抱える家族に対しては、一機関の自己完結的な援助で効果をあげることは困難である。したがつて、

問題に対する対応機能をもつた複数の機関が連携して援助にあたることが必須の条件になる。しかし、機関連携が効果を発

揮するためにはお互いがそれぞれの立場と機能を十分に理解し、問題に対する認識と援助目標を共有化させる作業が必要
である。
そのためには、関係機関等の代表者による情報交換や個々の事例に則した担当者レベルによる個別ケース検討会議が必

要となる。個別ケース検討会議では、相互の役割分担や援助のキーパーソンを定め、随時援助の評価や調整を行つていくこ

とが大切になるが、会議に当たつては事前に機関内で十分に検討することや、必要に応じ機関としての決定権をもつ人の参

加が重要になる。また、日ごろからの機関同士の協力関係の維持や職員の相互面識も大変重要な要素であるので、日常的

なネットワークの構築や構成員を対象とした研修、専門性の違う職種による研究会等にも積極的に努力すべきである。

○ 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等 (第 6次報告)においては、
心中以外の死亡事例の96.5%が要保護児童対策地域協議会で検討されていないと報告されている。

(要保護児童対策地域協議会設置・運営指針 第3章 「要保護児童対策地域協議会の運営」)

(3)児童虐待への対応は、多数の関係機関が関与し、また、児童相談所と市町村の間の役割分担が曖昧になるおそれもある

ことから、市町村内における全ての虐待ケTスに関して地域協議会において絶えず、ケースの主担当機関及び主たる援助

者 (キーパーソン)をフォローし、ケースの進行管理を進めていくことが必要である。こうした観点から地域協議会の調整機関

において、全ケースについて進行管理台帳 (男1添 1参照 (男1添は省略))を作成し、実務者会議等の場において、定期的に(例

えば、3か月に1度 )、 状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行うことが適当である。




